
規 則

�愛媛県規則第５８号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和４２年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（通勤による災害に係る費用の一部負担金）

第２４条の２ 条例第２２条の２第１項に規定する規則で定める職員

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

�～� 省略

� 船員法（昭和２２年法律第１００号）第１条に規定する船員であ

る者

２ 省略

（通勤による災害に係る費用の一部負担金）

第２４条の２ 条例第２２条の２第１項に規定する規則で定める職員

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

�～� 省略

２ 省略

附 則

１ この規則は、平成２２年１月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第２４条の２の規定は、この規則の施行の日以後
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に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤

による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。

�愛媛県規則第５９号
愛媛県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規則

愛媛県農業改良資金貸付規則（昭和６０年愛媛県規則第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（貸付対象者）

第３条 農業改良資金の貸付対象者は、次の各号のいずれかに該当

する農業者等又は認定中小企業者とする。ただし、第１号に掲げ

るものにあつては前条第１号から第１１号までに掲げる資金の貸付

けに、第２号から第４号まで、第６号、第８号及び第９号に掲げ

るものにあつては同条第１号から第７号までに掲げる資金の貸付

けに、第５号に掲げるものにあつては同条第１号から第８号まで

及び第１１号に掲げる資金の貸付けに、第７号に掲げるものにあつ

ては同条第１号から第７号まで及び第１１号に掲げる資金の貸付け

に、第１０号に掲げるものにあつては同条第１２号から第１４号までに

掲げる資金の貸付けに限る。

�～� 省略

� 次に掲げる要件（水田作及び畑作に係る農業経営以外の場合

にあつては、エを除く。）を満たす農業者の組織する法人格を

有しない任意団体（以下「集落営農組織」という。）

ア・イ 省略

ウ 原則として５年以内に農業生産法人（農地法（昭和２７年法

律第２２９号）第２条第３項に規定する農業生産法人をい

う。）に組織変更する旨の目標を有していること。

エ・オ 省略

�～� 省略

（書類等の経由等）

第２１条 法第７条第１項の規定により農業者等が知事に提出する書

類は当該書類を提出した者の住所地をその地区内に含む農業協同

組合法（昭和２２年法律第１３２号）第１０条第１項第２号及び第３号

の事業を併せ行う農業協同組合、愛媛県信用農業協同組合連合会

の事務所若しくは支店（以下「農業協同組合等」という。）、農

林中央金庫（農業者等のうち個人にあつては本店とし、法人にあ

つては高松支店とする。）又は株式会社日本政策金融公庫松山支

店を、第６条第２項、第８条第２項、第１１条第２項、第１３条第３

項及び第１５条第２項の規定により知事が農業者等に交付する書類

又は知事が農業者等に行う通知並びに第７条、第９条第１項、第

１０条第２項、第１２条第１項、第１３条第２項及び第１４条の規定によ

り農業者等が知事に提出する書類は農業協同組合等を経由するも

のとする。

２ 省略

（貸付対象者）

第３条 農業改良資金の貸付対象者は、次の各号のいずれかに該当

する農業者等又は認定中小企業者とする。ただし、第１号に掲げ

るものにあつては前条第１号から第１１号までに掲げる資金の貸付

けに、第２号から第４号まで、第６号、第８号及び第９号に掲げ

るものにあつては同条第１号から第７号までに掲げる資金の貸付

けに、第５号に掲げるものにあつては同条第１号から第８号まで

及び第１１号に掲げる資金の貸付けに、第７号に掲げるものにあつ

ては同条第１号から第７号まで及び第１１号に掲げる資金の貸付け

に、第１０号に掲げるものにあつては同条第１２号から第１４号までに

掲げる資金の貸付けに限る。

�～� 省略

� 次に掲げる要件（水田作及び畑作に係る農業経営以外の場合

にあつては、エを除く。）を満たす農業者の組織する法人格を

有しない任意団体（以下「集落営農組織」という。）

ア・イ 省略

ウ 原則として５年以内に農業生産法人（農地法（昭和２７年法

律第２２９号）第２条第７項に規定する農業生産法人をい

う。）に組織変更する旨の目標を有していること。

エ・オ 省略

�～� 省略

（書類等の経由等）

第２１条 法第７条第１項の規定により農業者等が知事に提出する書

類は当該書類を提出した者の住所地をその地区内に含む農業協同

組合法（昭和２２年法律第１３２号）第１０条第１項第２号及び第３号

の事業を併せ行う農業協同組合、愛媛県信用農業協同組合連合会

の事務所若しくは支店（以下「農業協同組合等」という。）、農

林中央金庫松山支店

又は株式会社日本政策金融公庫松山支

店を、第６条第２項、第８条第２項、第１１条第２項、第１３条第３

項及び第１５条第２項の規定により知事が農業者等に交付する書類

又は知事が農業者等に行う通知並びに第７条、第９条第１項、第

１０条第２項、第１２条第１項、第１３条第２項及び第１４条の規定によ

り農業者等が知事に提出する書類は農業協同組合等を経由するも

のとする。

２ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成２１年１２月２５日 第２１２９号

１１０６
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�愛媛県告示第１５８９号
クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第８条の２第１項の規定により、次のとおりクリーニング師の資質の向上を図るための研修

を指定した。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 研修の名称

クリーニング師研修

２ 主催者

東京都港区新橋六丁目８番２号

財団法人全国生活衛生営業指導センター

理事長 山 下 眞 臣

３ 研修の種類、開催日及び場所

種 類 開 催 日 場 所

集合して行う研修 平成２２年２月７日（日） 松山市花園町３－６
学校法人河原学園 愛媛医療専門大学校

４ 受講料

５，０００円

�愛媛県告示第１５９０号
クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第８条の３の規定により、次のとおりクリーニング所又は無店舗取次店の業務に関する知識

の修得及び技能の向上を図るための講習を指定した。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習の名称

クリーニング業務従事者講習

２ 主催者

東京都港区新橋六丁目８番２号

財団法人全国生活衛生営業指導センター

理事長 山 下 眞 臣

３ 研修の種類、開催日及び場所

種 類 開 催 日 場 所

集合して行う研修 平成２２年２月７日（日） 松山市花園町３－６
学校法人河原学園 愛媛医療専門大学校

４ 受講料

４，５００円

�愛媛県告示第１５９１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社松山針灸接骨院 さくら・介護ステーション春日 愛媛県松山市春日町１３番地１０小田原ビ
ル１０１ 平成２１年１１月１日 訪問介護

有限会社アシストジャパン アシストジャパン・デイサービスセン
ター８号館 愛媛県松山市北斎院町６３１－６ 平成２１年１１月１日 通所介護

有限会社レインボープラス 介護付有料老人ホーム虹の森 愛媛県北宇和郡松野町松丸５５２番地 平成２１年１１月１日 特定施設入居者生
活介護

愛 媛 県 報平成２１年１２月２５日 第２１２９号

１１０７
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�愛媛県告示第１５９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

南宇和郡愛南町城辺甲、緑甲、緑乙、緑丙、御荘和口及び広見地域

に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定によ

り、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・愛南地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２１年１２月２８日から平成２２年１月２９日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場本庁、愛南町役場御荘支所及び愛南町役場一本松支

所

�������
�愛媛県告示第１５９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

南宇和郡愛南町緑乙、御荘長洲、広見及び増田地域に係る県営土地

改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり

当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・愛南地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２１年１２月２８日から平成２２年１月２９日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場本庁、愛南町役場御荘支所及び愛南町役場一本松支

所

�������
�愛媛県告示第１５９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

南宇和郡愛南町僧都地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

�愛媛県告示第１５９２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５９３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

有限会社レインボープラス 短期入所生活介護虹の森 愛媛県北宇和郡松野町松丸５５２番地 平成２１年１１月１日 短期入所生活介護

有限会社たんぽぽ デイサービスたんぽぽ 愛媛県新居浜市上原二丁目１番２１号 平成２１年１１月１日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社松山針灸接骨院 さくら・介護ステーション春日 愛媛県松山市春日町１３番地１０小田原ビ
ル１０１ 平成２１年１１月１日 介護予防訪問介護

有限会社アシストジャパン アシストジャパン・デイサービスセン
ター８号館 愛媛県松山市北斎院町６３１－６ 平成２１年１１月１日 介護予防通所介護

有限会社レインボープラス 介護付有料老人ホーム虹の森 愛媛県北宇和郡松野町松丸５５２番地 平成２１年１１月１日 介護予防特定施設
入居者生活介護

有限会社レインボープラス 短期入所生活介護虹の森 愛媛県北宇和郡松野町松丸５５２番地 平成２１年１１月１日 介護予防短期入所
生活介護

有限会社たんぽぽ デイサービスたんぽぽ 愛媛県新居浜市上原二丁目１番２１号 平成２１年１１月１日 介護予防通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

株式会社リブ 指定居宅介護支援事業所リブ 愛媛県松山市西長戸町９６１番地１ 平成２１年１１月１日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成２１年１２月２５日 第２１２９号

１１０８
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・愛南地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２１年１２月２８日から平成２２年１月２９日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場本庁

�������
�愛媛県告示第１５９７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

新居浜市大永山字須領スズ尾３４４の１（次の図に示す部分に限

る。）、３４４の９７

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁並びに新居浜市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１５９８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２１年１２月２５日から平成２２年１月７日まで

�������
�愛媛県告示第１５９９号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２９条第３項の規定に基づき、

次のように遊漁規則の変更を認可した。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

肱川上流漁業協同組合内共第１９号第５種共同漁業権遊漁規則

１ 漁業権者の名称及び住所

肱川上流漁業協同組合

西予市野村町野村１２号６１７番地

２ 漁業権の免許番号

内共第１９号

３ 認可に係る変更の内容

第７条を次のとおり改める。

（遊漁料の額）

第７条 遊漁料の額は次のとおりとする。ただし、この規定に

かかわらず、中学生以下の者の遊漁については無料とする。

（単位：円）

等 級 漁 具・漁 法 遊漁料

２級
投網（投げ網を含む。）、栓（じんど）、

友掛け、たも網、はえなわ及び３級の漁法

１日 ３，０００

１年 ８，０００

３級 釣り（手釣り、竿釣り、穴釣り等）
１日 １，０００

１年 ２，５００

４ 変更後の遊漁規則の施行の日

平成２１年１２月２５日

�������
�愛媛県告示第１６００号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、愛南町長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（１／１，０００地形図作成）

２ 作業期間 平成２１年１２月２５日から

平成２２年３月２６日まで

３ 作業地域 愛南町内海

�愛媛県告示第１６０１号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定により告示す

る。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６０２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

鬼北
第２
号

北宇和郡鬼北町大字奈良５０２番地 兵頭 敬志 北宇和郡鬼北町大字奈良５０２番地 平成２１年１２月１日

愛 媛 県 報平成２１年１２月２５日 第２１２９号

１１０９
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�愛媛県告示第１６０３号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川国領川水系
国領川 国領川右岸堤防 新居浜市清水町８９２番２地先～同市東雲町１丁目２８８番１地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月７日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１６０４号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川国領川水系
国領川 国領川左岸堤防 新居浜市新須賀町４丁目７７６番６地先～同市庄内町６丁目５０９番６地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月７日から道路の存続する日まで

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第１５２２９号 平成２０年
１月２２日 加藤組 加藤 和清 新居浜市船木甲３６１５－８ 平成２１年

１１月４日
土木工事業
とび・土工工事業
ほ装工事業

建設業の廃止

（般－２０）第１６３５９号 平成２０年
８月２９日 角田建築 角田 朝利 今治市菊間町種３６７０－３１ 平成２１年

１１月９日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１９）第１２８０４号 平成１９年
８月２６日 �ホウショウ 佐伯 洋行 西条市三津屋東１－５ 平成２１年

１１月１０日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１８）第２４１号 平成１８年
９月１日 シコクアス� 戒田 憲昭 新居浜市桜木町１１－４１ 平成２１年

１１月１１日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２１年１２月２５日 第２１２９号

１１１０
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�愛媛県告示第１６０５号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川国領川水系
国領川 国領川右岸堤防 新居浜市東雲１丁目３３９番１地先～同市郷４丁目２４番８地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月７日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１６０６号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川国領川水系
国領川 国領川右岸堤防

新居浜市東雲町２丁目２５７番２地先～同市東雲町３丁目１２番４地先
及び
新居浜市郷５丁目６４番３地先～同市郷５丁目６４番３地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月７日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１６０７号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川国領川水系
国領川 国領川左岸堤防

新居浜市城下町４５５番２地先～同市下泉２丁目２８５７番１地先
及び
新居浜市外山１８９９番地先～同市１８９９地先
及び
新居浜市吉岡町２４７３番１５地先～同市北内町４丁目２５８５番１００地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

愛 媛 県 報平成２１年１２月２５日 第２１２９号

１１１１
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２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月７日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１６０８号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川国領川水系
国領川 国領川右岸堤防 新居浜市東田１丁目１３０８番地先から東田１丁目１３１２番１地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月７日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１６０９号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川国領川水系
国領川 国領川右岸堤防 新居浜市東田２丁目１３１６番２地先から東田２丁目１８５１番２地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月７日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１６１０号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

愛 媛 県 報平成２１年１２月２５日 第２１２９号

１１１２



��������������

��������������

平成２１年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川国領川水系
国領川 国領川右岸堤防 新居浜市船木４７３９番２地先から同市船木４９８５番２地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月７日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１６１１号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川国領川水系
国領川 国領川右岸堤防 新居浜市角野新田町２丁目３１９９番２地先から同市角野新田町３丁目２８０２番７地

先
道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月７日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１６１２号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川国領川水系
国領川 国領川右岸堤防 新居浜市角野新田町３丁目２８０２番７地先から同市角野新田町３丁目２８０２番１０地

先
道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

愛 媛 県 報平成２１年１２月２５日 第２１２９号
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� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月７日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１６１３号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川国領川水系
国領川 国領川右岸堤防 新居浜市観音原町１０１２番１地先から同市観音原町９２８番１地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月７日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１６１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久米垣生線
松山市井門町１５０４番１地先から

同市古川南三丁目８４４番５まで

旧 ７．０～７２．０ ０．３９４

新 ７．０～７２．０ ０．３９４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久米垣生線
松山市井門町１５０４番１地先から

同市古川南三丁目８４４番５地先まで
平成２１年１２月２５日

愛 媛 県 報平成２１年１２月２５日 第２１２９号
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�愛媛県告示第１６１８号
宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整備事

業・法花津地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農業用道路整備事業・法花津地区）計画

書の写し

� 宇和島市営土地改良事業の経費の賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２１年１２月２８日から平成２２年１月２９日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所吉田支所

�������
�愛媛県告示第１６１９号
宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施設

整備事業・法花津地区）の施行は、適当と認められるので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する

同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

平成２１年１２月２５日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・法花津地区）

計画書の写し

� 宇和島市営土地改良事業の経費の賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２１年１２月２８日から平成２２年１月２９日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所吉田支所

�愛媛県告示第１６１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
上浮穴郡久万高原町菅生２番耕地１４５０番５から

同町菅生２番耕地１４３０番３まで

旧 ８．８～１６．０ ０．２７１

新 １０．０～２０．０ ０．２７１

〃 〃
上浮穴郡久万高原町菅生２番耕地１３７５番５から

同町菅生２番耕地１３７３番４まで

旧 ６．４～８．０ ０．０６０

新 ９．０～１０．０ ０．０６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
上浮穴郡久万高原町菅生２番耕地１４５０番５から

同町菅生２番耕地１４３０番３まで
平成２１年１２月２５日

〃 〃
上浮穴郡久万高原町菅生２番耕地１３７５番５から

同町菅生２番耕地１３７３番４まで
〃

愛 媛 県 報平成２１年１２月２５日 第２１２９号
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公 告

�公 告

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画について

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号）

第４条第７項の規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関す

る愛媛県計画（平成２１年６月９日付け公告）を次のとおり変更した。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画

１ 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針

県は、海洋生物資源の保存及び管理の一層の推進を図るため、

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号。

以下「法」という。）第３条第１項に規定する基本計画において

定められた第１種特定海洋生物資源ごとの本県における漁獲可能

量（以下「知事管理量」という。）及び第２種特定海洋生物資源

の本県の漁業者に係る漁獲努力可能量（以下「知事管理努力量」

という。）の管理に関し、次のとおり必要な措置を講じることと

する。

� 必要に応じて漁業者等の指導、採捕の数量又は漁獲努力量の

公表その他の知事管理量及び知事管理努力量の管理の実効性を

担保するための措置を講じるため、本県における第１種特定海

洋生物資源の採捕実績（他県からの入漁者の採捕実績を含む。）

及び本県の漁業者に係る第２種特定海洋生物資源の操業実績の

的確な把握に努める。

� 海洋生物資源の分布、回遊状況及び内容、当該資源を取り巻

く環境等についてのより詳細な科学的データ及び知見を蓄積す

るため、愛媛県農林水産研究所水産研究センターを中心とし、

国又は関係都道府県との連携の下、資源調査体制の充実強化を

図る。

また、引き続き従来からの資源管理型漁業を推進するほか、

法第１３条第２項に規定する協定に係る制度（以下「協定制度」

という。）の活用等により、漁業者等による自主的な資源管理

を推進することとする。

なお、本県における海洋生物資源の保存及び管理の推進に当

たっては、他県からの入漁者の採捕実績に対し妥当な配慮を払

うものとする。

２ 知事管理量に関する事項

平成２１年及び平成２２年の知事管理量は、次表のとおりである。

第１種特定
海洋生物資
源

知 事 管 理 量

平成２１年 平成２２年

平成２１年１月
から１２月まで

平成２１年７月
から平成２２年
６月まで

平成２２年１月
から１２月まで

平成２２年７月
から平成２３年
６月まで

まあじ ７，０００トン ８，０００トン

まいわし 若 干 若 干

まさば及び
ごまさば

若 干 （注）

（注）平成２２年のまさば及びごまさばの漁獲可能量については、管理の対
象となる期間が開始する前までに設定する。

３ 知事管理量の採捕の種類別の数量に関する事項

平成２１年及び平成２２年の知事管理量の採捕の種類別に定める数

量は、次表のとおりとする。

また、資源に対する漁獲圧力が無視できるほど小さいと認めら

れる漁業種類については、数量を明示しないこととした。

第１種特定海洋

生物資源
採捕の種類

数 量

平成２１年１月
から１２月まで

平成２２年１月
から１２月まで

まあじ
中型まき網漁業
及び小型まき網
漁業

４，９００トン ５，６００トン

４ 知事管理量（まあじにあっては、採捕の種類別の数量）に関し

実施すべき施策に関する事項

� 中型まき網漁業及び小型まき網漁業については、許可隻数を

現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、経済的・合

�愛媛県告示第１６２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 坊屋敷小田線
喜多郡内子町立石３３５番から

同町立石３２５番３まで
平成２１年１２月２５日

〃 〃
喜多郡内子町立石３１６番２から

同町立石３０２番まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川小田線 喜多郡内子町上川３９９１番３ 平成２１年１２月２５日
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理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推進するため、

協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、採捕数量の報告を

義務付けることとする。

� まあじの採捕を目的とする一本釣り漁業及び遊漁については、

その実態の把握に努め、数量管理の在り方について検討するこ

ととする。

� まいわし並びにまさば及びごまさばについては、現状以上に

漁獲努力量を増加させることがないように努めるとともに、漁

獲数量が前年の漁獲実績程度となるように努めることとする。

５ 知事管理努力量に関する事項

平成２１年及び平成２２年の知事管理努力量は、次表のとおりであ

る。

第２
種特
定海
洋生
物資
源

採捕
の種
類

知 事 管 理 努 力 量

瀬戸内海 瀬戸内海 宇和海 宇和海

平成２１
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２１
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２２
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２２
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２１
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

平成２２
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

さわ
ら

さわ
ら流
し網
漁業

１６，５９０隻
日

５，８８０隻
日

１６，５９０隻
日

５，８８０隻
日

７，４９０隻
日

７，４９０隻
日

６ 知事管理努力量の採捕の種類別及び海域別の数量に関する事項

平成２１年及び平成２２年の知事管理努力量の採捕の種類別及び海

域別に定める数量は、次表のとおりとする。

第２種
特定海
洋生物
資源

採捕の
種類 海 域 期 間 漁獲努力量

さわら

流し網漁
業のう
ち、さわ
ら流し網
漁業及び
さごし、
めじか流
し網漁業

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する燧灘及び
安芸灘

平成２１年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

平成２２年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する伊予灘

平成２１年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

平成２２年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する宇和海

平成２１年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

平成２２年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

７ 知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

� 瀬戸内海のさわらの資源の回復を図るため国が策定したサワ

ラ瀬戸内海系群資源回復計画の着実な実施を推進するとともに、

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６８条第１項の規定に基づく

瀬戸内海広域漁業調整委員会の指示による操業制限等が遵守さ

れるように努めることとする。

� さわら流し網漁業及びさごし、めじか流し網漁業については、

許可隻数を現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、

経済的・合理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推

進するため、協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、操業海域ごとにそ

れぞれ４月１日から６月３０日までの間、９月１日から１１月３０日

までの間及び１０月１日から１２月３１日までの間における操業実績

の報告を義務付けることとする。

８ その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

� 海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するためには、

より詳細かつ正確な資源状況の把握が必要であることから、漁

獲情報を的確に把握するとともに、資源に関する調査研究の充

実強化を更に進めることとする。

� 海洋生物資源の保存及び管理を推進するため、小型魚や産卵

親魚の保護等に向けた取組を進めることとする。

�公表第３９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

市 町 振 興 課 平成２１年９月２日

企 画 調 整 課 平成２１年９月３日

秘 書 課 平成２１年１０月１５日

広 報 広 聴 課 〃

（監査の結果）

１ 現金支給する職員（１名）の給与について、支給定日を１１日遅延し

て支給していたほか、このために発生した給与資金前渡担任者預金口

座の預金利子を収入していなかった。 （市町振興課）

２ 職員（１名）の通勤手当について、通常徒歩によることを例とする

距離内（１�以下）の区間を含めて交通用具の使用距離を算定してい

たため、計３０，０００円（平成２０年４月から２１年３月までの１２か月分）が

過支給となっていた。 （企画調整課）

３ 職員（１名）の通勤手当について、異動前の所属において経路の認

定誤りがあったにもかかわらず、要件を具備しているかどうか、手当

の額が適正であるかどうかの確認が十分でなかったため、当課におい

て計２８，８００円（平成２０年４月から２１年３月までの１２か月分）、異動前

の所属において計８６，４００円（平成１７年４月から２０年３月までの３６か月

分）、合計１１５，２００円が過支給となっていた。 （秘書課）

４ 県民だより「さわやか愛媛」の印刷及び新聞折込に関する委託契約

について、特定調達契約に該当するにもかかわらず、政令・県規則に

基づく随意契約の相手方、その理由等の公告を行っていなかった。

（広報広聴課）

（措置の内容）

１ 給与資金前渡精算に伴い発生した利子９円については、県の収入と

して本年７月２９日付けで調定処理を行い、一般会計に収入した。今後

は、現金支給する出向者等の給与について、遅滞なく支給するよう、

給与事務担当者の職務知識を向上させるとともに、担当者の引継ぎに

当たっても当該事項の申し送りを徹底する。 （市町振興課）

２ 平成２０年４月にさかのぼって通勤手当の認定を是正し、過支給とな
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�公表第４０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

�愛媛県人事委員会規則７－１０７９
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年１２月２５日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第３３（第２２条関係）

昇 格 時 号 給 対 応 表

１～４ 省略

５ 医療職給料表�昇格時号給対応表

別表第３３（第２２条関係）

昇 格 時 号 給 対 応 表

１～４ 省略

５ 医療職給料表�昇格時号給対応表

昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給 昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１～５７ 省略 １～５７ 省略

５８ ３３ 省略 ５８ ３４ 省略

５９ ３４ 省略 ５９ ３５ 省略

６０ ３４ 省略 ６０ ３６ 省略

っていた３０，０００円については全額返納した。

今後は、通勤手当の認定について十分精査し、再発防止に努めるこ

とといたしたい。 （企画調整課）

３ 平成１７年４月にさかのぼって通勤手当の認定を是正し、過支給とな

っていた１１５，２００円については返納した。

今後は、再発防止のため、異動前の所属における認定状況の再確認

を徹底することとした。 （秘書課）

４ 平成２１年度の県民だより「さわやか愛媛」の印刷及び新聞折込に関

する委託契約においても、特定調達契約に該当したため、政令・県規

則に基づき、随意契約の相手方、その理由等を公告し、事務の改善を

行った。 （広報広聴課）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ２６７，９００ ３１０，５００ ５７８，４００
平成２０年１２月
３１日現在（対
前年同月比）

１９年度 １，６０７，４００ ３５７，９００ １，９６５，３００

差引増減 △１，３３９，５００ △４７，４００ △１，３８６，９００

２ 職員（１名）の旅費について、宿泊の必要がなかったため、宿泊料

１３，１００円が過支給となっていた。

（措置の内容）

１ 平成２０年１２月３１日時点での収入未済額のうち、２０年度現年分（後期

１名分）は、納期限猶予（変更後納期限 平成２１年３月１９日）のもの

であり、平成２１年３月１９日に全額納入済みとなっている。

滞納繰越分については、２件３１０，５００円（１４年度分：１２０，９００円、

１５年度分：１８９，６００円）に対し、電話及び文書による催告等を行った

結果、平成２１年７月２７日に１件１２０，９００円の納入があり、現時点では、

残すは１件１８９，６００円のみとなっている。

これについては、引き続き催告等を行い、納入に努めることといた

したい。

２ 当該旅費については、平成２０年５月１４日に東京出張をした際、用務

終了時間が１７時と、本来宿泊が不要であったにもかかわらず宿泊扱い

とし、その料金を支出していたものである。

ついては、関係職員に旅費支給事務の取扱いについて周知徹底し、

再発防止に努めることとした。

なお、過支給となっていた旅費については、平成２１年３月１０日に返

還処理済みである。

今後は、規程等に沿って適切に処理することといたしたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

医 療 技 術 大 学 平成２１年５月１３日

（監査の結果）

１ 授業料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き

続き努められたい。
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６１ ３５ 省略 ６１ ３７ 省略

６２ ３５ 省略 ６２ ３７ 省略

６３ ３６ 省略 ６３ ３８ 省略

６４ ３６ 省略 ６４ ３８ 省略

６５ ３７ 省略 ６５ ３９ 省略

６６ ３８ 省略 ６６ ３９ 省略

６７ ３９ 省略 ６７ ４０ 省略

６８～１１３ 省略 ６８～１１３ 省略

６～９ 省略 ６～９ 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の日から平成２２年３月３１日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職

時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員（個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとさ

れている職員を除く。）の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

�愛媛県人事委員会規則７－１０８０
特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年１２月２５日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－３６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特地勤務手当の月額）

第３条 省略

２ 省略

３ 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、

当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 前項各号に定める日が平成２１年４月１日から同年１１月３０日ま

での間にある職員（その日に減額改定対象職員（職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例（平成２１年愛媛県条例第６１

号）附則第２項第１号に規定する減額改定対象職員をいう。次

条第３項第２号において同じ。）であつた者に限る。） 前項

中「受けていた給料及び扶養手当」とあるのは、「係る給料に

ついて職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成

２１年愛媛県条例第６１号。以下この項において「平成２１年改正条

例」という。）の施行の日における平成２１年改正条例第１条の

規定による改正後の条例の規定及び平成２１年改正条例第１３条の

規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項ま

での規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該各号に

掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた扶養

手当」とする。

４ 次の各号に掲げる職員に対する第２項（前項各号の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

（特地勤務手当の月額）

第３条 省略

２ 省略

３ 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、

当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 前項各号に定める日が平成２１年４月１日から同年１１月３０日ま

での間にある職員

同項

中「受けていた給料及び扶養手当」とあるのは、「係る給料に

ついて職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成

２１年愛媛県条例第６１号。以下この項において「平成２１年改正条

例」という。）の施行の日における平成２１年改正条例第１条の

規定による改正後の条例 及び平成２１年改正条例第１３条の

規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項ま

での規定によるものとした場合の給料 並びに当該各号に

掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた扶養

手当」とする。

４ 次の各号に掲げる職員に対する第２項（前項各号の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０
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号。以下「育児休業法」という。）第１１条第１項に規定する育

児短時間勤務職員及び育児休業法第１７条の規定による短時間勤

務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）

以外の職員であつて、第２項各号に定める日において育児短時

間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料及び」と

あるのは 「受けていた給料の月額を同日における職員の休

日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例

第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時

間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して

得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第４号

の規定により読み替えて適用する第２項中「並びに当該各号に

掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは「を

当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日におけ

る職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその

者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時

間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項（前

項第１号から第３号までの規定により読み替えて適用する場合

を含む。）中「給料及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に

相当する額と」とあるのは 「、給料の月額に職員の休日、休

暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６

号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を

同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た

数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に相

当する額と」と、前項第４号の規定により読み替えて適用する

第２項中「並びに」とあるのは「に職員の休日、休暇並びに勤

務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第

１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定す

る育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額並びに」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた

給料及び」とあるのは 「受けていた給料の月額を同日におけ

る職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその

者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時

間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額及び

同日に受けていた」と、前項第４号の規定により読み替えて適

用する第２項中「並びに当該各号に掲げる場合の区分に応じ当

該各号に定める日」とあるのは「を当該各号に掲げる場合の区

分に応じ当該各号に定める日における職員の休日、休暇並びに

勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条

第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定

する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して

得た額に当該数を乗じて得た額並びに同日」とする。

号。以下「育児休業法」という。）第１１条第１項に規定する育

児短時間勤務職員及び育児休業法第１７条の規定による短時間勤

務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）

以外の職員であつて、第２項各号に定める日において育児短時

間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料及び」と

あるのは、「受けていた給料の月額を同日における職員の休

日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例

第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時

間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して

得た数で除して得た額及び同日に受けていた」

とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項（前

項各号 の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）中「給料及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に

相当する額と」とあるのは、「、給料の月額に職員の休日、休

暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６

号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を

同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た

数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に相

当する額と」

とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた

給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額を同日におけ

る職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその

者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時

間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額及び

同日に受けていた」

とする。
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（特地勤務手当に準ずる手当）

第４条 省略

２ 省略

３ 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、

当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 条例第１１条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日が

平成２１年４月１日から同年１１月３０日までの間にある職員（その

日に減額改定対象職員であつた者に限る。） 前項中「受けて

いた給料及び扶養手当」とあるのは、「係る給料について職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２１年愛媛県

条例第６１号。以下この項において「平成２１年改正条例」とい

う。）の施行の日における平成２１年改正条例第１条の規定によ

る改正後の条例の規定及び平成２１年改正条例第１３条の規定によ

る改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項までの規

定によるものとした場合の給料の月額並びに条例第１１条の３第

１項に規定する異動又は公署の移転の日に受けていた扶養手

当」とする。

４ 次の各号に掲げる職員に対する第２項（前項各号の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 育児短時間勤務職員以外の職員であつて、条例第１１条の３第

１項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤

務職員等であつたもの 第２項中「受けていた給料及び」とあ

るのは 「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は公

署の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関

する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間

勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日

に受けていた」と、前項第２号の規定により読み替えて適用す

る第２項中「並びに条例第１１条の３第１項に規定する異動又は

公署の移転の日」とあるのは「を条例第１１条の３第１項に規定

する異動又は公署の移転の日における職員の休日、休暇並びに

勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条

第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定

する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して

得た額並びに同日」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

（特地勤務手当に準ずる手当）

第４条 省略

２ 省略

３ 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、

当該各号に定めるところによる。

� 条例第１１条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日が

平成１４年４月１日から同年１２月３１日までの間にある職員 前項

中「受けていた」とあるのは、「係る給料及び扶養手当につい

て職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１４年

愛媛県条例第５４号）の施行の日における同条例第１条の規定に

よる改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。

� 条例第１１条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日が

平成１５年４月１日から同年１１月３０日までの間にある職員 前項

中「受けていた」とあるのは、「係る給料及び扶養手当につい

て職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１５年

愛媛県条例第６０号）の施行の日における同条例第１条の規定に

よる改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。

� 省略

� 条例第１１条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日が

平成２１年４月１日から同年１１月３０日までの間にある職員

前項中「受けて

いた給料及び扶養手当」とあるのは、「係る給料について職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２１年愛媛県

条例第６１号。以下この項において「平成２１年改正条例」とい

う。）の施行の日における平成２１年改正条例第１条の規定によ

る改正後の条例 及び平成２１年改正条例第１３条の規定によ

る改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項までの規

定によるものとした場合の給料 並びに条例第１１条の３第

１項に規定する異動又は公署の移転の日に受けていた扶養手

当」とする。

４ 次の各号に掲げる職員に対する第２項（前項各号の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 育児短時間勤務職員以外の職員であつて、条例第１１条の３第

１項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤

務職員等であつたもの 第２項中「受けていた給料及び」とあ

るのは、「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は公

署の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関

する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間

勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日

に受けていた」

とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規
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定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

以外の職員であつたもの 第２項（前項第１号の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）中「受けていた給料及び扶養

手当の月額の合計額」とあるのは 「受けていた給料の月額に

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛

媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額」

と、前項第２号の規定により読み替えて適用する第２項中「並

びに」とあるのは「に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関

する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間

勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに」

とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

であつたもの 第２項中「受けていた給料及び」とあるのは

「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は公署の移転

の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員

等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職

員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて

得た額及び同日に受けていた」と、前項第２号の規定により読

み替えて適用する第２項中「並びに条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日」とあるのは「を条例第１１条の

３第１項に規定する異動又は公署の移転の日における職員の休

日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例

第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時

間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して

得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額並びに同日」と

する。

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

以外の職員であつたもの 第２項（前項各号 の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）中「受けていた給料及び扶養

手当の月額の合計額」とあるのは、「受けていた給料の月額に

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛

媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額」

とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

であつたもの 第２項中「受けていた給料及び」とあるのは、

「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は公署の移転

の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員

等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職

員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて

得た額及び同日に受けていた」

と

する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０８１
愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年１２月２５日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４７９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（基本手当に相当する退職手当の支給調整）

第６条 省略

２ 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者

（以下「受給資格者」という。）が待期日数の期間内に職業に就

（基本手当に相当する退職手当の支給調整）

第６条 省略

２ 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者

（以下「受給資格者」という。）が待期日数の期間内に職業に就

愛 媛 県 報平成２１年１２月２５日 第２１２９号

１１２２



き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しない

うちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起

算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本

手当に相当する退職手当を支給する。

� 省略

� 省略

� 省略

３ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する

者が同法第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に

受給資格者

となつた場合においては、当該基本手当 の支給を

受けることができる日数（条例第１０条第１項の規定による退職手

当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数）に

等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を

支給する。

４ 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けるこ

とができる日数（条例第１０条第１項の規定による退職手当に係る

受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数）の経

過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当

の支給を受ける資格を取得

した場合においては、当該基本手当 の支給を受け

ることができる日数（条例第１０条第１項の規定による退職手当に

係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加え

た日数）に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する

退職手当を支給する。

（高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等）

第１５条の２ 省略

２ 省略

３ 第６条第２項並びに第１２条第３項、第４項及び第６項の規定

は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用

する。この場合において、これらの規定（第６条第２項第１号及

び第２号の規定を除く。）中「基本手当」とあるのは「高年齢求

職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格

者」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と読み

替えるものとする。

４・５ 省略

６ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する

者が同法第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に

高年齢受給

資格者となつた場合においては、当該基本手当 の

支給を受けることができる日数（条例第１０条第４項の規定による

退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日

数）に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相

当する退職手当を支給する。

き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しない

うちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起

算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本

手当に相当する退職手当を支給する。

� 省略

� 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）の規定による失業保険金

� 省略

� 省略

３ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する

者が同法第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に、又は船員

保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が

同法第３３条ノ１０第１項又は第２項に規定する期間内に受給資格者

となつた場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を

受けることができる日数（条例第１０条第１項の規定による退職手

当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数）に

等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を

支給する。

４ 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けるこ

とができる日数（条例第１０条第１項の規定による退職手当に係る

受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数）の経

過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当又

は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得

した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受け

ることができる日数（条例第１０条第１項の規定による退職手当に

係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加え

た日数）に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する

退職手当を支給する。

（高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等）

第１５条の２ 省略

２ 省略

３ 第６条第２項並びに第１２条第３項、第４項及び第６項の規定

は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用

する。この場合において、これらの規定（第６条第２項第１号及

び第３号の規定を除く。）中「基本手当」とあるのは「高年齢求

職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格

者」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と読み

替えるものとする。

４・５ 省略

６ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する

者が同法第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に、又は船員

保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が

同法第３３条ノ１０第１項又は第２項に規定する期間内に高年齢受給

資格者となつた場合においては、当該基本手当又は失業保険金の

支給を受けることができる日数（条例第１０条第４項の規定による

退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日

数）に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相

当する退職手当を支給する。

附 則

この規則は、平成２２年１月１日から施行する。
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選挙管理委員会告示

��������������

�愛媛県選挙管理委員会告示第６２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９９条第１項の規定による解職

の請求の要件となるべき選挙権を有する者の数は、次のとおりであ

る。

平成２１年１２月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 選挙権を有する者の総数 １５，９１１

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数 ５，３０４

�愛媛県選挙管理委員会告示第６３号
平成２１年８月３０日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次のとおりである。

平成２１年１２月２５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成２１年８月３０日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

愛媛県第１区 ２４，９４６，８００円

愛媛県第２区 ２５，７４７，５００円

愛媛県第３区 ２３，２００，６００円

愛媛県第４区 ２２，７５９，３００円

３ 報告書の要旨

� 愛媛県第１区

候 補 者 氏 名 郡 昭 浩 所 属 党 派 無 所 属 平成２１年８月２２日から
期 間 第１回分

平成２１年９月１５日まで出納責任者氏名 郡 昭 浩

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ０

０円 選挙事務所費 ０

集合会場費 ０

通信費 ０

交通費 ０

印刷費 ５，６５０

広告費 ４，３７４

文具費 ０

その他の寄附 １件 ２０，０００ 食糧費 ０

その他の収入 ０ 雑 費 ０

今 回 計 ２０，０００ 今 回 計 １０，０２４

総 計 ２０，０００ 総 計 １０，０２４

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円
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計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２１年 ９ 月１５日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 塩 崎 恭 久 候補者届出政党 自 由 民 主 党 平成２１年７月２０日から １
期 間 第 回分

平成２１年１０月１９日まで ２出納責任者氏名 小 泉 泰 方

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ２，９４０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ３，４１４，７０４

自由民主党愛媛県第一選挙区支部 ── １３，８９８，８９０円 選挙事務所費 ２，３９１，８０５

全国公衆浴場業政治連盟 ── １００，０００ 集合会場費 １，０２２，８９９

日本公認会計士政治連盟 ── １，５００，０００ 通信費 ７，３２２，８４４

全日本不動産政治連盟 ── ３００，０００ 交通費 ２６２，１７３

全国理容政治連盟中央会 ── ２００，０００ 印刷費 ４，１２０，７２５

全国木材産業政治連盟 ── ２００，０００ 広告費 ３，１１１，４４８

日本新聞販売協会政治連盟 ── ５０，０００ 文具費 １，４４９，４３５

全国美容政治連盟 ── １，０００，０００ 食糧費 ２２３，７６９

愛媛県医師連盟 ── １，０００，０００ 休泊費 ０

四国税理士政治連盟愛媛県支部 ── ５００，０００ 雑 費 １，５３１，２１５

四国たばこ耕作者政治連盟 ── ５０，０００

日本精神科病院政治連盟 ── ２，０００，０００

全国中小企業政治協会 ── ３００，０００

日本薬業政治連盟 ── ５００，０００

福 岡 里 恵 無 職 １２０，０００

古 木 隆 治 無 職 １２０，０００

大 石 忍 会 社 員 １２０，０００

山 本 裕 子 会 社 員 １２０，０００

武 田 国 彦 会 社 員 １２０，０００

岸 上 有希子 会 社 員 １２０，０００

高 石 哲 夫 無 職 １２０，０００

その他の寄附 ０件 ０

その他の収入 ０

今 回 計 ２２，４３８，８９０ 今 回 計 ２４，３７６，３１３

総 計 ２２，４３８，８９０ 総 計 ２４，３７６，３１３

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 １９６，０００円

ビラの作成 ４１９，３００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ９４５，０００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６０，１６４円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 １０１，０９６円
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個人演説会の立札及び看板の類の作成 １１５，８６３円

計 １，９３７，４２３円

報告書受理年 月 日
９ １２

平成２１年 月 日
１０ ２１

１
第 回 報 告 分
２

候 補 者 氏 名 田 中 克 彦 候補者届出政党 日 本 共 産 党 平成２１年８月１日から
期 間 第１回分

平成２１年８月２４日まで
出納責任者氏名 藤 堂 賢 太 郎

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １２４，９８０

日本共産党中予地区委員会 ── ２９７，４８０円 選挙事務所費 ８０，０００

日本共産党愛媛県委員会 ── ５７５，４００ 集合会場費 ４４，９８０

通信費 ０

交通費 ０

印刷費 ５７５，４００

広告費 １７２，５００

文具費 ０

食糧費 ０

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０

その他の収入 ０ 雑 費 ０

今 回 計 ８７２，８８０ 今 回 計 ８７２，８８０

総 計 ８７２，８８０ 総 計 ８７２，８８０

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２１年 ９ 月１３日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 谷 村 耕治郎 所 属 党 派 幸 福 実 現 党
平成２１年７月３０日から

期 間 第１回分
平成２１年８月２９日まで出納責任者氏名 谷 村 耕 治 郎
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収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２１２，９８０

幸福実現党 ── ４，５１１，９１９円 選挙事務所費 １６８，０００

集合会場費 ４４，９８０

通信費 ３２，０００

交通費 ０

印刷費 ４２５，６２７

広告費 ５２７，５３６

文具費 １，０５０

食糧費 ２，１９６

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０

その他の収入 ０ 雑 費 １１９，８５０

今 回 計 ４，５１１，９１９ 今 回 計 １，３２１，２３９

総 計 ４，５１１，９１９ 総 計 １，３２１，２３９

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２１年 ９ 月１１日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 永 江 孝 子 候補者届出政党 民 主 党 平成２１年８月１日から １
期 間 第２回分

平成２１年１１月１０日まで ３出納責任者氏名 田 中 勝 利

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，１７９，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ３１０，７２５

民主党愛媛県第一区総支部 ── ５，１３２，４８０円 選挙事務所費 １３２，４８０

集合会場費 １７８，２４５

通信費 １９３，７２６

交通費 １５，１５３

印刷費 ８７５，０００

広告費 ５７４，３５０

文具費 １５９，６５３

食糧費 ３７４，１９７

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０
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その他の収入 ０ 雑 費 ２４０，８６７

今 回 計 ５，１３２，４８０ 今 回 計 ３，９２２，６７１

総 計 ５，１３２，４８０ 総 計 ３，９２２，６７１

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 １９６，０００円

ビラの作成 ５１１，０００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １６８，０００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ９７，６５０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 １４１，７５０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １６６，９５０円

計 １，２８１，３５０円

報告書受理年 月 日
９ １４

平成２１年１０月 ８ 日
１１ １６

１
第 ２ 回 報 告 分
３

� 愛媛県第２区

候 補 者 氏 名 岡 平 知 子 候補者届出政党 社 会 民 主 党
平成２１年７月１日から

期 間 第１回分
平成２１年９月８日まで

出納責任者氏名 長 井 典 三

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，２００，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ４０２，８００

社会民主党愛媛県第２区支部連合 ── １００，０００円 選挙事務所費 ３６０，０００

岡平知子後援会 ── ２，０００，０００ 集合会場費 ４２，８００

石 水 伴 晴 会社役員 ３００，０００ 通信費 １２３，６５６

大 森 紀美雄 無 職 ６０，０００ 交通費 １１，８３０

福 田 和 志 政党役員 １２０，０００ 印刷費 １，９８９，３３７

川 野 征 雄 政党役員 １２０，０００ 広告費 １，０３４，４７６

長 井 典 三 無 職 １２０，０００ 文具費 ２４，８９７

食糧費 １０６，７６０

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ４２，０００

その他の収入 ５００，０００ 雑 費 １５，７５０

今 回 計 ３，３２０，０００ 今 回 計 ４，９５１，５０６

総 計 ３，３２０，０００ 総 計 ４，９５１，５０６

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２．５００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支出のうち公費負担相当額
ポスターの作成 ８１４，０００円
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選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ２２１，５５０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 １９４，８８０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ９３，０００円

計 ２，０４８，６３０円

報告書受理年 月 日 平成２１年 ９ 月１４日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 楠 橋 康 弘 所 属 党 派 無 所 属 平成２１年７月３０日から １
期 間 第２回分

平成２１年１１月１８日まで ３出納責任者氏名 菅 寿 雄

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，０５０，０８８円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ５８６，９１４

菅 寿 雄 ── １２０，０００円 選挙事務所費 ５８６，９１４

白 石 雅 史 ── １２０，０００ 集合会場費 ０

通信費 １２８，２３２

交通費 １１１，５５３

印刷費 ５１０

広告費 ６５９，３３２

文具費 ５８，０５０

食糧費 ９２，１９９

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０

その他の収入 ２，６２７，３５９ 雑 費 １８０，４８１

今 回 計 ２，８６７，３５９ 今 回 計 ２，８６７，３５９

総 計 ２，８６７，３５９ 総 計 ２，８６７，３５９

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日
９ １４

平成２１年１０月２１日
１１ ２５

１
第 ２ 回 報 告 分
３
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候 補 者 氏 名 村 上 誠一郎 候補者届出政党 自 由 民 主 党 平成２１年７月２２日から １
期 間 第 回分

平成２１年１０月７日まで ２出納責任者氏名 清 水 等

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ４，１９５，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ９８３，２２１

自由民主党愛媛県第二選挙区支部 ── ３，０００，０００円 選挙事務所費 ７６５，８７４

集合会場費 ２１７，３４７

通信費 ５８２，３８２

交通費 ６３２，５２５

印刷費 ２，２０６，７９５

広告費 ７１５，６２５

文具費 ７３８，４６６

食糧費 ３１３，９８０

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ８６，４００

その他の収入 ８，０００，０００ 雑 費 ４３８，９０３

今 回 計 １１，０００，０００ 今 回 計 １０，８９３，２９７

総 計 １１，０００，０００ 総 計 １０，８９３，２９７

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２，５００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，１５１，０２０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ３２０，３２８円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９３，１０５円

計 ２，５９１，８４５円

報告書受理年 月 日
９ １４

平成２１年 月 日
１０ ７

１
第 回 報 告 分
２

候 補 者 氏 名 森 田 浩 二 所 属 党 派 幸 福 実 現 党 平成２１年７月３０日から
期 間 第１回分

平成２１年９月３日まで出納責任者氏名 森 田 浩 二

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １０９，２００

幸福実現党 ── ４，３２１，７３１円 選挙事務所費 １０９，２００

集合会場費 ０

通信費 ２４，０００

交通費 ４８，６６１

印刷費 ４２５，５４５
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広告費 ６０５，００９

文具費 ０

食糧費 ３，０９０

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０

その他の収入 ０ 雑 費 ３９，２３６

今 回 計 ４，３２１，７３１ 今 回 計 １，２５４，７４１

総 計 ４，３２１，７３１ 総 計 １，２５４，７４１

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２１年 ９ 月１４日 第 １ 回 報 告 分

� 愛媛県第３区

候 補 者 氏 名 白 石 徹 候補者届出政党 自 由 民 主 党 平成２１年８月１日から
期 間 第１回分

平成２１年９月１３日まで出納責任者氏名 岡 野 泰 典

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，５０３，２５０円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２７２，８７２

０円 選挙事務所費 ５０，０００

集合会場費 ２２２，８７２

通信費 ０

交通費 ２６，８８０

印刷費 ８７２，８００

広告費 １，０１７，５５０

文具費 ２７，５８１

食糧費 ４３，４１５

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ４２，９００

その他の収入 ４，５００，０００ 雑 費 ５７，３００

今 回 計 ４，５００，０００ 今 回 計 ３，８６４，５４８

総 計 ４，５００，０００ 総 計 ３，８６４，５４８

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 １２２，５００円
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ビラの作成 ３０８，７００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ４４１，６００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １５０，０００円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 １８４，０００円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １３１，２５０円

計 １，３３８，０５１円

報告書受理年 月 日 平成２１年 ９ 月１４日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 白 石 洋 一 候補者届出政党 民 主 党 平成２１年７月１日から
期 間 第１回分

平成２１年９月１０日まで出納責任者氏名 叶 谷 信 之

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，００５，２００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １８５，６００

民主党 ── ５，０００，０００円 選挙事務所費 １１１，４００

民主党愛媛県第三区総支部 ── ６０，０００ 集合会場費 ７４，２００

白石洋一後援会 ── ３０，０００ 通信費 １１４，６３５

交通費 ８３，５３０

印刷費 １，３９４，５００

広告費 ７２２，０２５

文具費 ４９，２８４

食糧費 ２２７，４１８

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 １４３，９４３

その他の収入 ０ 雑 費 ３０，３８５

今 回 計 ５，０９０，０００ 今 回 計 ３，９５６，５２０

総 計 ５，０９０，０００ 総 計 ３，９５６，５２０

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 １９６，０００円

ビラの作成 ３１５，０００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ８４１，５００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ５３，３８８円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １５７，５００円

計 １，７６５，５８０円
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報告書受理年 月 日 平成２１年 ９ 月１３日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 宮 脇 繁 所 属 党 派 幸 福 実 現 党 平成２１年７月１日から
期 間 第１回分

平成２１年８月２９日まで出納責任者氏名 白 石 則 廣

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ５４，０００

幸福実現党 ── ４，７８７，８４４円 選挙事務所費 ５４，０００

集合会場費 ０

通信費 ２８，０００

交通費 ７，１５０

印刷費 ７１７，７５６

広告費 ３９３，６８７

文具費 ２，０９２

食糧費 ０

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０

その他の収入 ０ 雑 費 ３６６，６５６

今 回 計 ４，７８７，８４４ 今 回 計 １，５６９，３４１

総 計 ４，７８７，８４４ 総 計 １，５６９，３４１

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２１年 ９ 月１２日 第 １ 回 報 告 分

� 愛媛県第４区

候 補 者 氏 名 桜 内 文 城 所 属 党 派 無 所 属 平成２１年７月２３日から
期 間 第１回分

平成２１年８月３１日まで出納責任者氏名 菅 原 正 明

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，６３０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ７００，０００

０円 選挙事務所費 ７００，０００
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集合会場費 ０

通信費 ０

交通費 ２，９４０

印刷費 １，９５４，２００

広告費 ３１１，３２５

文具費 ２０，５１７

食糧費 ２５７，１３５

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ３８４，９２０

その他の収入 ９，１５０，０００ 雑 費 ０

今 回 計 ９，１５０，０００ 今 回 計 ５，２６１，０３７

総 計 ９，１５０，０００ 総 計 ５，２６１，０３７

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２１０，０００円

ビラの作成 ４５５，０００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，１６９，２００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １５０，０００円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 １４４，０００円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ２，１２８，２００円

報告書受理年 月 日 平成２１年 ９ 月１４日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 高 橋 英 行 候補者届出政党 民 主 党
平成２１年７月２１日から

期 間 第１回分
平成２１年９月３日まで

出納責任者氏名 � 山 直 樹

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，４１１，２５０円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １２１，７００

民主党本部 ── ５，０００，０００円 選挙事務所費 １００，０００

集合会場費 ２１，７００

通信費 ５６，４０４

交通費 １１１，４００

印刷費 １，８０８，５００

広告費 １，２３３，２８０

文具費 ０

食糧費 １３８，３６２

その他の寄附 ３件 ４０，０００ 休泊費 ２０７，８００

その他の収入 ２００，０００ 雑 費 ２１０，９８４

今 回 計 ５，２４０，０００ 今 回 計 ５，２９９，６８０

総 計 ５，２４０，０００ 総 計 ５，２９９，６８０
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項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２０３，０００円

ビラの作成 ３０８，０００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ８９６，０００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １５９，０００円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２００，０００円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １８５，０００円

計 １，９５１，０００円

報告書受理年 月 日 平成２１年 ９ 月１４日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 露 口 礼 子 所 属 党 派 幸 福 実 現 党 平成２１年７月３０日から
期 間 第１回分

平成２１年８月３１日まで出納責任者氏名 露 口 礼 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １２９，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２６，０００

幸福実現党 ── ５，０４５，１０６円 選挙事務所費 ２６，０００

集合会場費 ０

通信費 ２４，０００

交通費 ３１，７１３

印刷費 ４８３，００６

広告費 １，０４８，３９５

文具費 ０

食糧費 ０

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０

その他の収入 ０ 雑 費 １７７，５２０

今 回 計 ５，０４５，１０６ 今 回 計 １，９１９，６３４

総 計 ５，０４５，１０６ 総 計 １，９１９，６３４

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円
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公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２１年１２月２５日

愛媛県公営企業管理者 三好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

医療機器の購入

� 購入物品名及び数量

保育器 一式（４７セット）

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２１年 ９ 月１４日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 山 本 公 一 候補者届出政党 自 由 民 主 党 平成２１年７月２３日から
期 間 第１回分

平成２１年９月１０日まで出納責任者氏名 新 津 昌 雄

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，９８０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ４８３，４０２

自由民主党本部 ── ５，０００，０００円 選挙事務所費 １０４，３００

自由民主党愛媛県第四選挙区支部 ── ４，０００，０００ 集合会場費 ３７９，１０２

通信費 ５８，４２０

交通費 １２６，６９９

印刷費 ２，５４４，９００

広告費 １，４７７，３５６

文具費 １０，９９２

食糧費 ４７４，６０５

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ４４０，２７９

その他の収入 ０ 雑 費 １９８，４２８

今 回 計 ９，０００，０００ 今 回 計 ７，７９５，０８１

総 計 ９，０００，０００ 総 計 ７，７９５，０８１

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２，５００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，１６９，２００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６０，１６４円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９３，２０５円

計 ２，４４９，９６１円

報告書受理年 月 日 平成２１年 ９ 月１４日 第 １ 回 報 告 分
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を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２２年３月２９日（月）まで

� 納入場所

愛媛県松山市春日町８３番地

愛媛県立中央病院（４２セット）

愛媛県今治市石井町４丁目５の５

愛媛県立今治病院（５セット）

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２１年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を納入期限までに確実に納入できること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件購入

の仕様の策定に直接関与していない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

� 入札書の受領期限

平成２２年２月３日（水）午後２時

� 入札説明書の交付方法

ア 交付場所

�に掲げる場所で交付する。
イ 交付期間

公告の日から平成２２年１月２０日（水）まで。ただし、執務

時間中（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午

後５時１５分までをいう。以下同じ。）に限る。

� 開札の日時及び場所

平成２２年２月３日（水）午後２時

愛媛県公営企業管理局大会議室

� 入札書の提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に

関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一

般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業

者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に

準ずるもの。以下「郵便等」という。）により提出すること。

電送による提出は認めない。

� 郵便等による入札の取扱い

郵便等による入札の場合は、入札書は、平成２２年２月２日

（火）午後５時１５分までに�に掲げる場所に必着のこと。
４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの

規定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た物品を納入できることを証明する書類を、平成２２年１月２０

日（水）までの執務時間中に３�に掲げる場所へ提出しなけ
ればならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は、封入して、受領期限までに提出しなければなら

ない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased： Infant

incubator，４７ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，３ Feb２０１０

（tenders submitted by mail：５：１５ p．m．，２ Feb２０１０）

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

平成２１年１２月２５日 発行
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